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少年法「改正」法案上程に関する意見  

 

 2014 年 2 月７日 

子どもと法・21（子どもの育ちと法制度を考える 21 世紀市民の会） 

 

政府は、本日、①少年審判に国選付添人が選任される対象事件の範囲を長期３年を超える罪

にまで拡大、②非行事実の認定に必要な場合は、検察官が立ち会うことができる対象事件も同

様の範囲に拡大、③有期刑の引き上げと無期刑で処断すべき場合の代替有期刑の上限の引き上

げを内容とする少年法「改正」法案を上程した。 

わたしたちは、少年審判の刑事裁判化をすすめ少年法の理念を崩壊させる検察官関与の拡大

と、少年刑の厳罰化を進めるこの法案に強く反対する。 

 

はじめに 子どもの権利条約に違反する 

2000 年「改正」から少年法はこれまで３度の「改正」がなされた。これらについて国連子ど

もの権利委員会（ＣＲＣ）は 2 度にわたって懸念を示し、条約に適合するような法制度にする

よう勧告した。 

今回の「改正」案も、ＣＲＣの見解を無視し、子どもの権利条約等少年司法に関する国際文

書に反するものである。 

国会は条約を誠実に遵守すべき義務を負う。今回の国会では、ＣＲＣの日本政府の勧告及び

ＣＲＣの「一般的意見 10 号・少年司法における子どもの権利」（2007 年）等少年司法に関す

る国際文書に照らして議論されなければならない。 

 

１ 少年法の理念 

少年法は、非行に陥った子どもを非難し罰によって懲らしめるのではなく、非行を子どもの

育ちの問題として捉え、子どもの成長発達をはかることを通して非行という問題を解決するこ

とを目指している。この子どもの成長発達権の根拠は日本国憲法 13 条・26 条による。 

そのために、少年審判は、教育学、臨床心理学、児童精神医学、ソーシャルワークに関する

知見などの科学的、合理的な知見に基づき、子どもを理解し、非行の原因を考え、少年の非行

性を解消するために必要な処遇を決定する場とされている。そのような場であるからこそ、少

年審判では、刑事裁判とは異なり、少年と裁判官の対話を通して適切な処分が決定される審問

構造となっている。 

かつて日本政府は、ＣＲＣに対する第１回報告書（1996 年 5 月 30 日）で、「家庭裁判所は、

非行事実の有無について判断する司法的機能を有するとともに、再非行防止の観点から、人間

関係諸科学の専門職である調査官の補助を得ながら、少年、保護者又は関係人の行状、経歴、

素質、環境等について医学、心理学、教育学、社会学等の専門知識を活用して調査を行い、非

行の原因、再非行予防のための諸要素に関する要保護性の判断を適切に行う福祉的機能を有し

ている。そして、この二つの機能を生かすためには、検察官が弾劾し、その刑事責任を追及す

るという刑事手続のような対立構造は好ましくなく、関係者の協力を得て、裁判官が直接少年

に語りかけ、教育的な働きかけを行うことのできる非形式的な審問構造の方がふさわしいこと
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から、少年審判手続では、家庭裁判所が自ら事件を調査し、審問を行い、少年にとって最も適

切、妥当な措置をとり又は処遇を決定する職権主義的審問構造を採用している。」と少年法の

理念を正しくとらえＣＲＣへ報告していた。 

 

２ 検察官関与 

（１） 検察官関与が少年審判にもたらす危険 

後述するように 2000 年「改正」で一部検察官関与が導入されたが、もともと現行少年法には

検察官関与制度はなかった。のみならず、（現在もそうだが）全件送致主義をとっている。検

察官は単なる送致機関にすぎず、少年審判への関与は一切許されない存在であった。検察官は

刑事責任を追及する機関でありその方針も刑事政策的観点からなされるため、その役割・性質

上、少年審判から排除されたのである。全件送致主義と審判への検察官排除は少年法の理念維

持の中核であり、検察官が関与することは少年法の理念、少年審判の理念を崩壊させる。 

 

（２） 多くの反対を押し切って 2000 年「改正」 

それにもかかわらず、2000 年の少年法「改正」で一定の重大事件への検察官関与が導入され

た（なお、2000 年「改正」に至る当初の案は、今回の法案と同様「長期 3 年を超える罪に関与」

であったが、審議の中で重大事件に限定されたという経緯も銘記されるべきである）。 

しかも、少年審判は刑事裁判と異なり、予断排除の原則も、伝聞証拠法則の適用もなく、証

拠制限の手続はない。捜査段階の証拠は全て家裁送致時に裁判所に送られ、裁判官は、審判が

始まる前に全ての証拠に接している。子どもたちが、長期間にわたり、逮捕、勾留された状態

で、自白の強要を受けて作成された供述証拠、違法な捜査によって収集された証拠、捜査機関

が恣意的に作成した捜査報告書なども、刑事裁判の場合と異なり、証拠から事前に排除するこ

とはできない。裁判官も、少年自身の弁解を聴取しないままに証拠に目を通し、一定の心証を

形成したうえで、審判に臨む。少年が事実関係を争うとすれば、成人の刑事裁判の場合に比べ

て、はるかに不利な状況に置かれることになっている。 

この前提にあるなか、捜査の担い手である検察官が、捜査段階を引き継いで有罪立証を遂行

することは、少年が違法・不当な捜査に対して真実を主張しようとすることに対して、心理的

な圧迫を加えることにほかならない。少年の置かれている立場はきわめて不利で、ひいてはそ

のこと自体、少年の成長発達を阻害するものである。 

現実に検察官関与のなされた事件をみると、少年の言い分が通っているケースは少なく、こ

の危惧が現実化しているといってよい。いわゆる大阪地方裁判所所長襲撃寃罪事件では、非行

事実なしとした家裁の不処分決定に対し、審判に関与した検察官が不服として抗告受理の申立

をしたため、最高裁での審理を経て冤罪が晴れるまで、実に 4 年半の歳月を要した。検察官の

審判関与、抗告受理申立のあり方が、未成熟な子どもの特性への理解を欠き、無罪推定の原則

を逸脱し、自白を偏重した不適切なものであった典型例である。 

 

（３） 付添人制度と検察官関与は対になるものではない 

検察官関与の拡大は、「国選付添人対象事件が拡大するから」というバランス論が根拠であ

る。しかし、そもそも付添人制度と検察官関与は対のものではなく、関連性すらない。 
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先述したが 2000 年「改正」まで少年審判に検察官は関与できなかった。だが、付添人制度は

現行法制定当時から付添人選任権を認めている。１で述べたように少年審判は刑事裁判とその

性質が明確に異なる。「付添人制度があるから検察官関与は当然」ということは法理論的にも

ないのである。 

子どもたちは、元来成人に比して、自らの気持ちや主張を整理し表明する力が不足している。

家庭や学校、職場との関係調整を行うこともできない。このような子どもたちが、心を開き、

自らの行為をふりかえり、真実を見つめ、反省し、立ち直るきっかけを得るためには、付添人

による援助を受ける必要性がある。付添人制度はこのように子どもの成長発達を図る趣旨で子

どもの権利として存在し少年法の理念と結びつく制度である。他方、検察官関与は少年法の理

念と真っ向から対立する制度であることは前述したとおりである。 

1994年に批准した国連子どもの権利条約も弁護人等の法的援助を受けることを子どもの権利

として認めている。少年の付添人選任の権利行使が保護者等の貧富の差等により格差が生じる

ことがあってはならないのは当然のことである。付添人の法的援助を平等に保障することは、

国の本来的な責任というべきあるが、「これが拡大するから検察官関与も同じ範囲にする」な

どということはあり得ない。 

 

（４） 拡大の立法事実はない 

今回の検察官関与対象事件の拡大には何の立法事実も存在しない。「国選付添人制度が拡大

するからそのバランス上検察官関与対象事件を同じ範囲に拡大する」というものである。しか

しこれは少年法の理念を無視した「政治論」でしかない。 

現在、日弁連が少年保護事件付添援助事業をしており、観護措置をとられた少年の 70%以上

に弁護士付添人が選任されている。この現在の状況下において、最高裁判所も、国会における

答弁で、「事件関係者から、審理のバランスを欠いているといった批判がない」ことを認めて

いるのである。 

 

（５）子どもの視点から言っても 

日弁連は「国選付添人拡大があるなら、そのセットとして検察官関与もやむなし」としてい

るようであるが、少年法の理念の崩壊をもたらす検察官関与の拡大をよしとするばかりか、あ

まりに子どもの視点を欠いた政治取引と言うべきものである。現在先述した日弁連の少年保護

事件付添援助事業で多くの子どもがこの支援を受けている。国選付添人拡大と言っても数値的

にいえば日弁連がしている少年保護事件付添援助事業が国選に代わる（全部ではない）だけで

ある。つまり資源が異なるだけで、国選拡大といっても子ども側からみればまったく関係のな

いことである。逆に、子どもに大きな悪影響を及ぼす検察官関与拡大を容認することになるの

である。 

 

（６）審判の変容が現実化してきている 

さらに深刻なのは審判の性格変容は、単に検察官関与の事案のみに表出するだけではなく、

全体に及ぼすということである。 

事実認定にかかるだけだから検察官関与は少年法の理念に影響を及ぼさないという見解もあ
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るが、2000 年「改正」以降、少年審判全般にあって「非行事実」が最重要視され、子どもの成

長発達という視点は大幅に後退している。 

検察官関与の害より国選付添人拡大の方が重要と考える意見は、少年審判の場が刑事裁判化

してしまうという悪影響をあまりに無視した意見というべきである。国選付添人が拡大し、そ

れとセットで検察官関与を拡大させるという思想には、刑事裁判化を推し進める意図が含まれ

ていることを見逃してはならない。単に検察官関与事件だけの問題ではない。 

 

（７）結論 

2000 年「改正」によってもたらされた少年法の理念に反する検察官関与自体をなくすことが

重要であり、ましてや、この対象事件を飛躍的に拡大する今回の法案は言語道断である。 

 

３ 少年刑の厳罰化 

少年刑の重罰化は、「施設収容は最終手段であること、その場合でも最も短い期間」とする

子どもの権利条約の明文に反する。 

おとなにとっての 1 年と子どもにとっての 1 年では、全く意味が異なる。16 歳の子どもが、

20 年服役することとなれば、社会で暮らした時間より、刑務所で暮らした時間の方が長くなっ

てしまう。心身の成長が最も著しい時期に長期間社会から隔絶された子どもが、社会に戻って

きたときの社会適応の困難は誰もが容易に想像できることではないだろうか。そうした子ども

が社会に居場所を失い、ひとりの社会人として、自立することが困難な状況になれば、再び犯

罪者となるしかなくなる恐れが大きい。 

犯罪被害者の権利回復は、重罰化によってではなく、被害者に対する独自の制度構築により

行われるべきである。 

 

以上 
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